
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨
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①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －
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店舗兼事務所 金融機関、中高層ビルが
建ち並ぶ駅前商業地域

高田馬場80 m

特記すべき事項はない １６ｍ都道 高田馬場駅　西方80 m

円安に歯止めが効かないが、急激な利上げは景気の下振れや不動産市
場停滞リスクを招きかねず、政府日銀の政策に注視する必要がある。

高田馬場駅至近の店舗事務所ビル等が建ち並ぶ繁華な商業地域である
。投資用不動産需要は堅調で、地価は上昇基調で推移している。

個別的要因に特段の変動は見られない。

高田馬場駅至近に金融機関や店舗事務所ビル等が建ち並ぶ繁華な駅前商業地域で、商業トレンド等を反映したテ
ナントの入れ替え等を通じて安定的な収益性が期待される。地域要因に特段の変動要因は見当たらない。
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年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格
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円／㎡[　　 　年1月]
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円
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(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

基準地は幹線道路の立地条件に存し、その価格形成過程において収益性が重視されるものと考えられる。一方比準価格
は不動産市場の実態を反映した価格で説得力は高い。比準価格は、規範性のある取引事例について的確な要因比較を行
って試算し、収益価格は想定建物も妥当であり基準地の収益性も優れている。本件では、両試算価格とも説得力を有す
ると判断し、指定基準地からの検討を踏まえ、比準価格と収益価格を関連付けて上記の様に鑑定評価額を決定した。

同一需給圏は主として新宿区及び隣接区等の最寄駅至近の駅前商業地域と判定した。主たる需要者は自用目的の事業会
社、収益事業を目的とする不動産会社、ディベロッパー等である。市場の需給動向は売物件は少なく、稀少な物件や開
発素地が供給されれば高値取引となる傾向がある。不動産需要は堅調であるが、日銀のマイナス金利解除に伴う金利の
先高感や高値警戒感等のリスクは否めない。中心価格帯は土地建物の規模、立地等により多種多様である。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

新宿(都) －5 8

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 6

令和 6 7 1

令和 6 7 4

新宿(都)　5 － 8 東京都 区部第３ 不動産鑑定士 神山　由紀夫

ハーキュリーズアプレイザル

令和 6 6 23

令和 6 7 3

新宿区高田馬場四丁目１５３番８外
「高田馬場４－８－４」

277

1：1.5 ＳＲＣ 10

北16 m

都道、

西側道

水道、

ガス、

下水

商業
(80,700)
防火
高度(最高60m)
（その他）
駐車場整備地区
(100,674)

50 20 0 35 中高層店舗兼事務所地

12.5 20 250 長方形
商業
(100,700)
防火
高度(最高60m)
駐車場整備地区

中高層店舗兼事務所地 角地                          +3.0
容積率                        -2.0

4,210,000

3,770,000

／

／

令和 6 3,030,000

1,110,000,000 4,000,000

□ □■

4,150,000

新宿 5 10

104.2

100.0 109.0

100.9
4,000,000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

+9.0

0.0

0.0

新宿(都) 5 15

4,270,000

111.2

102.0 118.1

100.9
3,980,000

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

+3.0

-2.0

+17.0

0.0

0.0

□ □

□ □

■
3,680,000

+8.7


